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来年度は、マタニティ・ハラスメントに関する法律が整備される予定であることから、それを契機と

した企業向けの防止啓発に、より一層取り組んでいく必要があります。 

⑤性犯罪・性暴力被害者の心身の健康の回復を図る総合的な支援体制（ワンストップ支援センター）と

して「みえ性暴力被害者支援センター よりこ」の運営を６月１日から開始し、電話や電子メール、

あるいは面談による性犯罪等の被害者の方々からのさまざまな相談に応じています。また、「寄り添

う心 よりこフォーラム」を 11 月 21 日に開催し、性暴力被害への支援に対する理解を深めることが

できました。引き続き、関係機関・団体等と連携し、それぞれの相談に応じた支援を行うとともに、

性犯罪等の被害者の専門相談窓口としてさらに広く認知されるよう、今後も啓発活動に取り組む必要

があります。 

⑥ＤＶ＊被害者支援について、関係機関による「ＤＶ防止会議」を開催し、「三重県ＤＶ防止及び被害者

保護・支援基本計画（第４次改定版）」の進捗状況の確認や情報共有を行いました。また、「女性に対

する暴力をなくす運動」期間（11 月 12 日～25 日）に警察、市町、関係機関・団体等と連携した街頭

啓発を実施し、ＤＶをはじめとするあらゆる暴力を許さない社会意識の醸成を図りました。今後も、

ＤＶ被害者等の要保護女性の適切な保護・自立支援や性別にとらわれない相談を行えるよう、民間団

体、関係機関と連携した取組を進める必要があります。また、ＤＶの防止及び被害者に対する支援の

充実を図るため、計画の見直しを行います。 

 

 

【第二次行動計画の関連する施策】 

 施策２１２：あらゆる分野における女性活躍の推進 
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